
件 名 愛媛県地域環境保全基金条例の一部を改正する条例 

主幹課 循環型社会推進課 

根拠法令  

内 容 

【改正の経緯】 

１ 平成 30 年７月豪雨の災害廃棄物処理に係る財政措置については、激甚災害（総

事業費の 95％）よりも手厚い 97.5％とされているが、環境省において、財政基盤

の脆弱な被災市町村への財政支援を拡充（最大 99.3％）することとされ、県内で

は、大洲市、西予市及び松野町に対する追加支援が内示された。 

２ 支援の方法としては、国がエネルギー特別会計（再生可能エネルギー等導入推

進基金）を活用して被災県に補助金（国 10/10）を交付し、被災県が設置する地

域環境保全基金又はグリーンニューディール基金に積み増し、又は新たに造成

し、対象市町村に補助金を交付することとなる。 

３ 本県では、県グリーンニューディール基金条例失効（H24.3.31）のため、既存

の愛媛県地域環境保全基金のみ活用可能であることから、追加支援対応のため、

条例改正を行うもの。 

 

【改正条例】 

○愛媛県地域環境保全基金条例（平成２年３月 23 日公布） 

 

【改正の概要】 

 基金事業の目的に災害廃棄物処理の促進に関する内容を追加。（第１条の改正） 

現 行 改正案 

 （設置） 

第１条 地域環境の保全に関する

知識の普及その他地域に根ざし

た環境保全活動を推進し、もっ

て地域環境の保全を図るため、

地域環境保全基金を設置する。 

（設置） 

第１条 地域環境の保全に関する知識

の普及その他地域に根ざした環境保

全活動を推進するとともに、災害廃棄

物の迅速かつ適切な処理を促進し、も

って地域環境の保全を図るため、地域

環境保全基金を設置する。 

施行日  公布の日 

【その他参考事項】 

 


